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掲げる平成 29年の標語です。 
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１. 給与所得者の扶養控除等申告書の提出 
（１）提出期限･･･本年最初の給与支払日の前日 
（２）提出先･･･給与の支払者(所轄税務署長) 
２．支払調書の提出 

提出期限･･･１月３１日 
３．源泉徴収票の交付 
（１）交付期限･･･１月３１日 
（２）交付先･･･①所轄税務署長 ②受給者 
４．固定資産税の償却資産に関する申告 

申告期限･･･１月３１日 
５．個人の都道府県民及び市町村民税の納付(第４期分) 

納期限･･･１月中において市町村の条例で定める日 
６．２９年１２月分源泉所得税･住民税の特別徴収税額の納付  

納期限･･･１月１０日(年２回納付の特例適用者は前年７月から 
１２月までの徴収分を１月２２日までに納付) 

７．２９年１１月決算法人の確定申告<法人税･消費税･地方消費税･ 
法人事業税･(法人事業所税)･法人住民税> 
申告期限･･･１月３１日 

８．５月決算法人の中間申告<法人税･消費税･地方消費税･法人事業税･ 
法人住民税>(半期分) 
申告期限･･･１月３１日 

９．消費税の年税額が４００万円超の２月､５月､８月決算法人の 
  ３月ごとの中間申告<消費税･地方消費税> 

申告期限･･･１月３１日 
１０．消費税の年税額が４，８００万円超の１０月､１１月決算法人を 
   除く法人･個人事業者の１月ごとの中間申告 

(９月決算法人は２か月分)<消費税･地方消費税> 
申告期限･･･１月３１日 

１１．給与支払報告書の提出 
（１）提出期限･･･１月３１日 
（２）提出義務者･･･１月１日現在において給与の支払をしている者で、 
   給与に対する所得税の源泉徴収義務がある者 
（３）提出先･･･給与の支払を受けている者の住所地の各市町村長 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者の皆様には朝早くからお越しいた

だき、丘陵地を巡るコースでインコース、ア

ウトコースを合わせ２５組９７名による、熱

い戦いが始まりました。 

今回も多くの皆

様にご参加頂き、

盛況の内に大会が

終了致しました。 

ありがとうござ

いました。 

次回の親睦ゴル

フ大会への更なる

ご参加を職員一

同、心よりお待ち

しております。 

優勝 

㈲ミレニアムアクティブカンパニー 

江原義夫様 
２位 

東洋ランテック㈱ 

森川昌紀様 

３位 

メットライフ生命保険 

廣瀬浩二様 

閉会 

㈱オカモト  代表取締役 

岡本和典様 

平成２９年１１月１４日火曜日、栃木県栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部にて当事務所の第１５回親睦

ゴルフ大会を開催いたしました。 

時折、小雨が降るあいにくの天気でしたが、お陰様で無事終えることが出来ました。 


